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｢移転価格｣に関して東京地裁が注目される判決 

 

 最近｢移転価格税制｣なる制度の適用によって我が国の

大企業が次々と課税庁から巨額の更正処分を受け、これ

らの企業が続々と不服を申し立てていることが新聞紙上を

にぎわせています。 

 

 ｢移転価格税制｣とは、企業グループ内における国際取

引において、独立した企業間では不可能な取引価格の操

作により国外に所得が移転されることによって我が国の税

収が減少することを阻止しようとする制度です。例えば、日

本のメーカーが海外子会社を通じて製品を製造・販売し、

その海外子会社が日本の親会社のブランドや技術力を利

用して製造・販売を行っている場合、海外子会社が日本の

親会社に適正なロイヤリティを支払っていなければ、親会

社が本来得るべき所得が海外子会社に移転し、日本の税

収はその分減少します。そのような場合に、日本の課税庁

は移転価格税制を適用して、日本の親会社に更正処分を

行うことになります。このような更正処分を回避するために

は適正なグループ間取引の価格設定が重要ですが、これ

は必ずしも容易ではない上(但し、課税庁による事前確認

という制度があります。)、法令及び通達の定める独立企業

間価格の算定方法は、事案によってはわずかな係数の選

択によって大きく変動し得るため、租税法律主義の建前か

ら疑問があり、企業の予測可能性を損なう結果となってい

る事案も少なくありません。他方、我が国では移転価格事

案につき納税者が税務訴訟を提起し判決まで至った事例

はいまだ少数にとどまっており(例えば高松高判平成 18 年

10 月 13 日、東京地判平成 18 年 10 月 26 日)、司法判断

を通したルールの明確化も十分ではありません。このよう

な中で、昨年末、東京地裁において移転価格税制につい

て注目される判決(東京地判平成 19 年 12 月 7 日)が下さ

れましたので、ここで概要を紹介します。 

 

 

 

 本判決の事案では、子会社である内国法人(Ｘ)が、海外

の親会社(Ｙ)による日本国内での製品販売に際してマーケ

ティング支援等の役務提供を行い、その対価として手数料

を受領していました。その手数料額が、課税庁の算定した

独立企業間価格と比べて安く、海外への所得移転がある

として更正処分を受け、本判決ではこの更正処分が適法と

されました。 

 

 本判決は、まず、独立企業間価格の算定方法として、取 

引形態の異なる取引を比較対象取引に選定した場合で

あっても、一定の要件をみたせば、基本三法の一つである

再販売価格基準法に“準ずる方法”と同等の方法として許

容されると判示しました。 

 本件の内国法人Ｘにおいて、国外関連者Ｙとの間の取引

は、Ｙが日本国内で製品を販売するに際してのマーケティ

ング、販促、ユーザーサポート等の役務提供でした。ところ

が、課税庁は、役務提供業者ではなく、同種の製品につい

て受注販売方式で再販売を行う業者(Ａ)を比較対象法人

に選定し、比較対象法人Ａの製品販売に係る売上総利益

率を、Ｙの日本国内での売上高に乗じて、Ｘの受取手数料

についての独立企業間価格であるとしました。 

 

〔本件の取引〕 

 

 

 

 

〔比較対象取引〕 

 

  

 

 Ｘは、再販売価格基準法に“準ずる方法”の適用要件を

欠くこと、課税庁の選定した比較対象取引は、比較可能性
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がないことなどを主張しました。しかし、本判決は、(ｱ)基本

三法に“準ずる方法”とは、取引内容に適合し、かつ、基本

三法の考え方から乖離しない合理的な方法をいう、(ｲ)再

販売価格基準法に“準ずる方法”の適用の可非を判断す

る際には、取引当事者の果たす機能及び負担するリスク

を検討すべきであると述べた上で、内国法人Ｘが行ってい

るマーケティング等の役務提供は、再販売取引において再

販売者が行う活動内容と機能の点で類似し、内国法人Ｘ

は役務提供業者であり、在庫リスクを負担していないという

点で、受注販売方式をとる比較対象法人Ａとリスクの面で

類似しているとして、本件における“準ずる方法”の適用を

認めました。 

 

 また、本判決は、比較対象法人の詳細が秘匿された上で

の更正処分(シークレット・コンパラブルによる課税と呼ば

れています。)を是認したという意味も持っています。移転

価格の調査では、本人調査及び反面調査に加え、同種の

事業を営む第三者に対する質問検査権が認められていま

す。この第三者への質問検査権については、課税調査を

受けた内国法人(本件のＸ)が課税庁に対して｢帳簿書類又

はその写しを遅滞なく提示し、又は提出しなかった場合｣と

いう要件が規定されています。Ｘは、課税庁の要請に対し

て速やかに帳簿種類等を提出しているため、第三者への

質問検査権の行使要件を満たしていないにもかかわらず、

課税庁が第三者である比較対象法人Ａに質問検査を行

い、それにより取得した財務情報等を用いて、シークレッ

ト・コンパラブルで課税処分を行うのは違法であると主張し

ましたが、本判決は、質問検査に係る手続要件は、課税処

分の要件ではなく、当該質問検査に係る手続が刑罰法規

や公序良俗に抵触するような重大な違法がある場合に初

めて更正処分の取消事由となるので、Ｘが調査に積極的

に協力したにもかかわらず課税庁が第三者に質問調査権

限を行使して情報を収集したからといって重大な違法があ

るとは言えないとしました。 

 

 基本三法ないし基本三法に準ずる方法により独立企業

間価格が算定される場合、課税庁の選定した比較対象取

引との比較可能性を慎重に吟味することが本来は求めら

れているはずです(OECD 移転価格ガイドライン 1.15～1.18

パラグラフ等)。しかし、本件のようなシークレット・コンパラ

ブルによる課税の場合、納税者が取得できる情報は極め

て限られており、比較対象可能性を十分吟味することがで

きません。本判決には別紙に｢機能・リスク等対比表｣とい

うものが付されていますが、その対比項目の多くはシーク

レット・コンパラブルの事案の場合、納税者は十分な検証

が不可能です。 

 

 課税庁は移転価格税制の適用に積極的な姿勢を見せて

いる上、いったん課税処分が行われると、その金額は巨額

に上る傾向にあるので、海外展開を行っている企業は、移

転価格リスクにつき十分に注意を払う必要があります。ま

た、移転価格事案に限らず税務争訟事案一般に言えるこ

とですが、課税庁による調査への対応、及び、更正処分が

行われ、不服手続を行う場合の異議・不服審査手続での

適切な対応は、税務訴訟を有利に進める上でも非常に重

要であり、将来の税務訴訟の提起・遂行をにらんだ慎重な

対応が不可欠です。 


